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就業規則の改正に関する申し入れ

２０２４年４月１日に就業規則が改正された。その別表第１（労働時間等）

において、年間休日数１２０日に対する記事が変更されている。それは、「本社

及び会社が指定する社員に適用する。始終業時刻がこれによれない場合は個々

に指定する。」との文言から、「本社及び」が削除されている。そこで、下記の

通り申し入れるので、早急に団体交渉を開催し誠意をもって回答すること。

記

１．「本社及び」」との文言を削除した理由を明らかにすること。

２．１日基準労働時間が７時間４５分で同じなのに、年間休日数が、１２０日

と１１３日と違う理由を明らかにすること。

以 上


